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令和 2年２月 28日 

内閣サイバーセキュリティセンター（NISC） 

 

 

サイバーセキュリティ月間特別イベントの中止について 
 

 
 

 

 

 

政府では、重点的かつ効果的にサイバーセキュリティにおける普及啓発活動に係る取組

を推進するため、２月１日から３月 18日までをサイバーセキュリティ月間としています。内

閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）では、若年層をはじめとした幅広い層に

サイバーセキュリティに対する関心を持っていただくために、３月８日（日）に秋葉原にてサ

イバーセキュリティ月間特別イベントの開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感

染拡大防止の観点から、イベントの開催を中止とすることといたしました。 

特別イベントにて実施を予定していたステージ内容については、後日 NISC公式

Youtube アカウントにて公開し、普及啓発に資する予定です。 

 

 

【本報道発表に関する問合せ先】 

内閣サイバーセキュリティセンター 

サイバーセキュリティ月間担当 

電話 03-6205-4594 

内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）では、３月８日（日）にサイ

バーセキュリティ月間特別イベントの開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感

染拡大防止の観点から、イベントの開催を中止とすることといたしました。 
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